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犯罪組織の構成員等に対する課税措置の促進について（通達）

暴力団の資金源対策の一環である課税措置通報制度については、これまで「暴力

団構成員等に対する課税措置の促進について（通達）」（平成31年３月22日付け警察

庁丙暴発第８号ほか）により運用してきたところであるが、同通達の有効期間が満

了することから、暴力団や匿名・流動型犯罪グループをはじめとする犯罪組織（以

下「犯罪組織」という。）の構成員等に関する通報を重点とするなど所要の見直し

を行った上で、新たに下記のとおり運用することとしたので、誤りのないようにさ

れたい。

なお、上記通達は廃止する。

記

１ 課税措置通報制度の目的

課税措置通報制度は、警察活動を通じて把握した犯罪組織の構成員等による合

法、非合法を問わないあらゆる所得について税務当局に通報し、税務当局が適切

な課税及び徴収措置を執ることによって、犯罪組織の資金源を封圧することを目

的とする。

２ 通報に当たっての留意事項等

(1) 犯罪組織の構成員等に関する重点的な通報

犯罪組織の資金獲得活動に効果的に打撃を与えるため、犯罪組織の構成員等

に関する通報を積極的に行うものとし、特に、犯罪組織の首領等に関する通報

を重点的に行うこと。

(2) 幅広かつ積極的な通報

企業等からの賛助金、寄付金等の名目で得た所得など、直ちにその取得行為

を犯罪行為として立証し難い所得であっても、脱税容疑があるものについては、

積極的に通報すること。

(3) 税務当局との緊密な連携

通報した事案について、税務当局から資料提供の要請等があった場合は、捜

査に支障のない範囲で積極的に協力すること。

３ 税務職員に対する危害防止措置の徹底

(1) 税務職員に対する危害の防止措置



税務当局から要請があった場合は、積極的に警察官を現場に派遣し、警戒に

従事させるなど、犯罪組織の構成員等からの危害防止措置を講じること。

また、税務当局から要請がない場合であっても、犯罪組織の構成員等から危

害を加えられるおそれがあると認められる場合は、その旨を税務当局へ連絡し

た上で、同様の措置を講じること。

(2) 税務職員に対する危害発生時の措置

税務職員が、犯罪組織の構成員等から危害を加えられた場合は、速やかに検

挙措置を執るとともに、同種事案が再発しないよう危害防止措置の徹底を図る

こと。

４ 連絡体制

前記の通報及び危害防止措置を執るにあたっては、平素から税務当局と緊密な

連絡を保つよう配意すること。

なお、税務当局との連絡体制については、別に定める。

５ 保秘の徹底

課税措置通報は、税務当局による税務調査等を開始するための「端緒」であり、

通報の事実や内容等が外部に漏れた場合、税務調査等に支障を及ぼす可能性があ

ることから、あらゆる場面において保秘の徹底を図ること。

また、税務調査等の終了後であっても、通報事実等が公になった場合、今後の

税務調査等への対抗策を講じられる可能性があることから、保秘の徹底を図るこ

と。

６ 教養

組織犯罪対策に従事する捜査員のみならず、生活安全部門等の関係する職員に

課税措置の持つ意義及びその必要性を十分認識させるとともに、課税措置に必要

な税務関係知識について教養を徹底し、課税措置通報制度の効果的な運用を図る

こと。


